
   

 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

第２９回理事会議事録 

 

１．開催日時      ：平成３０年１２月２０日（木）午後３時００分 

２．開催場所      ：東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号虎ノ門ヒルズ森タワー会議室 

３．出席者数      ：理事総数  ３５名 出席理事数  ３０名 

監事総数   ２名 出席監事数  ２名 

４．出席者氏名      ：名誉会長 御手洗 富士夫 

理事  森 喜朗、武藤 敏郎、布村 幸彦、竹田 恆和、河野 一郎、山脇 康、 

橋本 聖子、荒木田 裕子、中森 邦男、谷本 歩実、田中 理恵、 

成田 真由美、横川 浩、ヨーコ ゼッターランド、髙島 なおき、 

河野 雅治、麻生 泰、高橋 治之、萩生田 光一、平岡 英介、 

鈴木 大地、津賀 一宏、泉 正文、遠藤 利明、王 貞治、 

齋藤 泰雄、潮田 勉、小山 くにひこ、東村 邦浩、猪熊 純子 

監事  黒川 光隆、土渕 裕 

 

５．議事の経過の概要及び議決の結果 

上記のとおり定足数の出席があったので、定刻、定款第３３条の規定に基づき代表理事（会長）     

森喜朗氏が議長席に着き開会を宣し、挨拶をした後、本理事会の進行役として理事武藤敏郎氏を指名し、

武藤敏郎氏はそれを承諾した。 

その後進行役は、直ちに下記議事の審議及び報告事項の報告に入った。 

 

〔決議事項〕 

第１号議案 事務局規程の改正 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料１－１及び資料１－１別紙（事務局・組織   

概要）記載のとおり、事務局の機能強化を図るため、事務総長の補佐機関である「経営企画・改革推進

室」を改組し、「ゲームズ・デリバリー室」を設置する旨の組織改正を行いたい旨述べ、「ゲームズ・デ

リバリー室」の所管を説明した。 

続いて、この組織改正に伴い事務局規程の一部を改正する旨説明した。 

なお、改正後の事務局規程の施行予定日は平成３１年１月１日を予定している旨報告した。 

また、事務局規程の新旧対照表は別紙資料１－１、改正案は別紙資料３－３のとおりである旨併せて

報告した。 

その後議長が、当法人の組織改正及び事務局規程の改正につき、その承認を議場に諮ったところ、  

満場一致の議決をもって原案どおり承認可決された。 

 

第２号議案 組織委員会予算（バージョン３） 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料１－２記載のとおり、Ｖ３予算は、経費の   

最適化に取組みながら、収支均衡でＶ２予算と同額となっている旨述べ、組織委員会予算の収入、支出

の各項目及び金額を説明した。 



   

続いて、プロジェクターに資料を投影し、東京都・国の経費からなる、その他の経費を含めた大会   

経費について、当法人以外のその他の経費（東京都・国の経費）の額、大会全体の経費の額及びその   

内訳並びに各項目の経費の額について説明した。また、組織委員会予算の公表予定についても報告した。 

その後議長が、組織委員会予算（バージョン３）の承認を議場に諮ったところ、満場一致の議決をも

って原案どおり承認可決された。 

なお、議長の指示により進行役は、事務局の説明のとおり、承認された組織委員会の予算については、

ＩＯＣに報告し、公表について了解を得る必要がある旨述べ、予算の公表は、東京都・国の大会経費の

公表と合わせて、平成３０年１２月２１日に行う予定である旨改めて報告した。 

 

第３号議案 財産管理処分規程の制定 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料１－３記載のとおり、「財産管理処分規程」を

定めたい旨述べ、その背景、規程の構成及び概要を説明した。 

なお、本規程において定める資産物品の処分について、大会終了後の当法人の解散を見据えた準備を

始める必要があるため、来年以降、ＩＯＣの定めたルールに則り、解散計画の策定に着手していく予定

である旨報告した。 

その後議長が、財産管理処分規程を制定することにつき承認を議場に諮ったところ、満場一致の議決

をもって原案どおり承認可決された。 

 

第４号議案 ２０１９年度以降のオフィス計画及び定款変更等 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料１－４記載のとおり、オフィス計画について、

２０１９年度以降、現在５箇所に分散しているオフィスを晴海トリトンオフィス等へ集約したい旨説明

した。それに伴い、主たる事務所を晴海トリトンオフィスに変更し、三会堂及び新宿パークタワー   

オフィスは今年度、虎ノ門ヒルズオフィスは来年夏を目処にそれぞれ退去し、都庁オフィスは大会後も

拠点とすることを見据え、引き続き活用する予定である旨説明した。 

続いて、主たる事務所の移転に伴い当法人の定款を変更したい旨述べ、その内容及び施行日を説明し

た後、当該定款変更について、評議員会へ付議したい旨説明した。 

その後議長が、２０１９年度以降のオフィス計画の承認並びに主たる事務所の移転に伴う定款変更を

評議員会へ付議することにつき議場に諮ったところ、満場一致の議決をもって原案どおり承認可決され

た。 

 

〔報告事項〕 

１．大会ボランティアについて 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料２－１記載のとおり、大会ボランティアの 

応募状況について、平成３０年１２月１９日午前９時３０分時点の応募完了者数、大会ボランティアマ

イページ登録者数、男女比、国籍及び直近１週間の平均の応募数を報告した。また、大会ボランティア

の今後のスケジュールを報告した。 

続いて、大会の顔となるボランティアについては、愛称・ネーミングをつけるのが慣例となってお

り、東京大会では、参画を促す観点から、ボランティア応募者による投票により決定する旨報告した。

また、投票期間、最終案発表時期及び現在投票を行っているネーミング候補４案を報告した。 

なお、候補４案は、ネーミング選考委員会を立ち上げ、３回の開催を通じて候補が絞り込まれ、  

商標調査及びＩＯＣ調査を踏まえて最終的に選定された旨報告した。 

続いて、大会ボランティア及び当法人の職員が大会時に着用するユニフォームについて、ゴールド 

パートナーである株式会社アシックスが、猛暑対策・多様性と調和・持続可能性への配慮のコンセプト

に基づき製作する旨報告した。 



   

また、大会スタッフのユニフォームデザインについては、コアグラフィックスに基づいて製作するこ

とが原則であること、大会スタッフと都市ボランティアのユニフォームは、当法人と東京都が共同で 

開発していること、ＩＯＣ総会で提示された大会運営のための新規範（ニューノーム）に基づき、  

オリンピック・パラリンピック共通のユニフォームを着用するよう検討していることを報告した。 

なお、デザインについては、「大会スタッフ・都市ボランティアのユニフォームデザイン選考   

委員会」を設置し、別紙資料２－１記載のスケジュールにて選考中である旨報告した。 

 

２．聖火台について 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料２－２記載のとおり、平成３０年１２月１７

日に開催した調整会議において、聖火台の設置場所等について承認された旨述べ、まず、聖火台の製作

台数及びその理由を報告した。 

続いて、競技期間中の設置場所について、東京臨海部にある「夢の大橋有明側」を候補地として  

ＩＯＣに提案する旨述べ、その検討の経緯及び選定理由を報告した。 

続いて、大会後のレガシー管理について、式典用の聖火台はスポーツ庁及びＪＳＣに、競技期間用の

聖火台は東京都に管理して頂くこととなった旨報告した。 

続いて、費用負担については、聖火台の具体的な検討の進捗に合わせて関係者間で協議する旨報告し

た。 

なお、聖火台の設置場所等については、平成３１年２月を目処に、ＩＯＣに承認を求める予定である

旨報告した。 

 

３．ＩＯＣ理事会、第７回ＩＯＣ調整委員会会議 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料２－３記載のとおり、まず、ＩＯＣ理事会に

ついて、開催日、場所、出席者及び内容を報告した。 

また、レートカードカタログ、オリンピックのメダルデザイン及び関連物品（リボン、ケース、  

表彰状）、トーチデザインについてＩＯＣに提案し、承認を得た旨報告した。その他、提案、議論がな

された事項についても報告した。 

続いて、第７回ＩＯＣ調整委員会会議について、開催日、場所、出席者及び内容を報告した。本会議

では、ＩＯＣ理事会において暑さ対策専門家グループからの提言を受け、選手への一層の配慮が必要な

競技に関して、競技時間の変更について話し合いが行われた旨述べ、その話し合いの内容を報告した。 

また、コーツ委員長からのコメントを報告した後、パラリンピックのメダルデザイン及び関連物品

（ケース、表彰状）について、ＩＰＣのパーソンズ会長及びチャビＣＥＯに提案し、承認を得た旨報告

した。 

続いて、国際ボクシング連盟に対するＩＯＣ理事会決定について、平成３０年１１月３０日に、国際

ボクシング連盟（ＡＩＢＡ）に対して、ガバナンス、倫理、財務の点で未だに懸念が残るとして、調査

委員会を設置し、ＡＩＢＡの調査継続を決定した旨報告した。ＡＩＢＡのＩＯＣ承認団体としての資格

がはく奪される可能性もある旨報告し、最終結論は、来年６月のＩＯＣ総会で判断される旨報告した。

また、ＩＯＣ理事会がＡＩＢＡに対し、別紙資料２－３記載の追加措置を施行する旨報告した。 

続いて、暑さ対策に係る競技日程の変更について、今年の夏の暑さ、集中豪雨、台風等に鑑み、さら

なる対応を検討する必要性が高まったため、平成３０年８月にＩＯＣ、当法人及び関係ステークホル 

ダーからなるワーキンググループを立ち上げ、天候問題への対策やサマータイム導入に対する影響を 

協議してきた旨報告した。サマータイムは、準備期間が足りないため、２０２０年の導入を見送る方向

となった旨報告した。また、暑さ対策として、選手や観客等への一層の配慮が必要な競技において、 

別紙資料２－３記載のとおり、それぞれ競技時間を変更した旨報告した。 

なお、陸上競技のマラソン及び競歩については、国際競技連盟の正式合意が必要なため、引き続き 



   

国際競技連盟と緊密に連携し、調整を続けている旨報告した。 

 

４．大会準備の進捗状況 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料２－４記載のとおり、大会準備の進捗につい

て、全体概況、主な進捗、ＦＡ別の主な課題及び会場所在地域別の進捗と課題を報告した。 

また、別紙資料２－４の別紙のとおり、「Ｒｏａｄ ｔｏ Ｔｏｋｙｏ ２０２０～みんなでつくる  

２０２０～」について、更新のポイントを報告した。 

 

５．東京２０２０大会の特色、ＰＲポイントについて 

議長の指示により進行役が指名し、事務局は、別紙資料２－５記載のとおり、平成２７年２月に作成

した大会ビジョンを説明した後、東京２０２０大会の特色、ＰＲポイントについて問題意識を抱くに 

至った経緯を報告した。 

続いて、東京２０２０大会のＰＲポイントについて、「スポーツの新たなスタイルを示す（新種目、

アーバン（都市型）、テクノロジーなど）」の視点として、新しい種目、ジェンダーイコール、スポーツ

の新しい観方、スポーツの新しい楽しみ方について、「全国の小学生をはじめ、多くの人々が大会の 

担い手に」の視点として、エンブレム、マスコット、メダル、ボランティアについて、「東京２０２０

大会には、日本にポジティブな未来をもたらす力がある」の視点として、バリアフリー、持続可能性、

復興・平和、テクノロジー、参画意識について、それぞれ説明した。 

また、東京大会のＰＲポイントについて、今後の展開を報告した。 

 

６．第２３回ＡＮＯＣ総会等 概要報告 

議長の指示により進行役が指名し、理事竹田恆和氏は、別紙資料２－６記載のとおり、第２３回  

ＡＮＯＣ総会について、主催、開催期間、会場、参加者、主な決議内容、その他各プログラムの   

参加者数及び各プログラムの内容について報告した。 

 

その後、議長の指示により進行役は、本日配布した別紙資料３－１及び３－２の各内容については、

当該資料の配布をもって報告したものとする旨報告した。 

 

上記報告事項の報告が全て終了した後、議長の指示により進行役は意見交換に入った。意見交換で

は、チケット購入のための ID登録について、また、大会の特色やビジョンに関する意見交換がなされ

た。 

 

以上をもって本理事会における全議案の審議を終了したので、議長が挨拶をした後、午後５時００分

閉会を宣した。 

 

上記議事の経過の要領及びその結果を記載し、本議事録を作成し、一般法人法第１９７条により準用

する同法第９５条第３項及び定款第３６条第２項の規定に基づき、出席した代表理事（会長）及び監事

が以下に署名又は記名押印する。 

 

平成３１年２月６日 

 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

 


